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議  題 １ 令和２年３月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆様、おはようございます。いよいよ３月定例会が 

１９日から始まるということで、よろしくお願いいたします。長丁場となります

ので、準備等しっかり整えていただいて臨んでいただければと思います。よろし

くお願いします。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、総務部長から、執行者側の議案説明をお願

いいたします。 

○総務部長【山室好正】  改めまして、おはようございます。本日は、２月 

１９日水曜日に招集いたします伊勢原市議会３月定例会の市長提出議案等につき

まして御説明させていただきます。３月定例会に提出いたします議案等は、令和

２年度予算議案が６件、条例議案が８件、補正予算議案が５件、その他の議案が

１件、報告案件が１件の合計２１件でございます。 

 初めに、令和２年度予算６議案につきまして御説明申し上げますので、令和２

年度予算及び予算説明書を御準備願います。なお、予算の詳しい内容につきまし

ては、２月１２日に企画部から御説明させていただきましたので、省略させてい

ただきます。 

 それでは、１ページを御覧ください。令和２年度予算案は、一般会計の予算規

模が３４４億４００万円で、前年度に対し、１．３％、４億５１００万円増とな

りました。一方、４つの特別会計及び公共下水道事業会計を合わせた全会計予算

規模は５８７億９００万円で、前年度に対し、０．９％、５億７３２万円増とな

ってございます。 

○議案第１号 令和２年度伊勢原市一般会計予算 

 ７ページを御覧ください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３４４億

４００万円と定め、また、債務負担行為、地方債、一時借入金及び歳出予算の流

用につきまして、それぞれ定めるものでございます。 

○議案第２号 令和２年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算 

 ２３７ページを御覧ください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９７

億６５００万円と定めまして、また、一時借入金及び歳出予算の流用につきまし

て、それぞれ定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、前年度に対し、マイナス１．７％、１億７３００万円減と

なってございます。 

○議案第３号 令和２年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算 
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 続いて、２７９ページでございます。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ６７００万円と定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、前年度に対し、１３１％、３８００万円増となってござい

ます。 

○議案第４号 令和２年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算 

 続いて、２９５ページでございます。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ７１億１６００万円と定め、また、一時借入金について定めるものでございま

す。 

 なお、予算規模は、前年度に対し、３．３％、２億２７００万円増となってご

ざいます。 

○議案第５号 令和２年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 続きまして、３３５ページでございます。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ１４億１９００万円と定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、前年度に対し、１０．５％、１億３５００万円増となって

ございます。 

○議案第６号 令和２年度伊勢原市公共下水道事業会計予算 

 続いて、３６１ページでございます。収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ

３２億５８２２万８０００円、３１億８９３４万円と、資本的収入及び支出の予

定額をそれぞれ２０億３２９５万４０００円、２７億４８６６万円と定めるもの

でございます。また、業務の予定量、継続費、債務負担行為及び企業債につきま

して、それぞれ定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、前年度に対し、マイナス２．８％、１億７０６８万円減と

なってございます。 

 以上が、令和２年度予算６議案でございます。 

 次に、条例８議案につきまして説明させていただきます。議案書を御用意くだ

さい。 

○議案第７号 伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

       について 

 １ページを御覧ください。災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴

い、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議する合議制の機関を設置するほ

か、所要の改正を行うため、提案するものです。 

 ２ページに改正条例案、３ページに新旧対照表を掲載しております。御確認く

ださるようお願い申し上げます。 

○議案第８号 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 続いて、４ページでございます。近年、多発する自然災害等により、緊急、臨

時に発生する業務に対応するため、管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当を創

設する必要があることから、提案するものでございます。 

 ５ページ及び６ページに改正条例案、７ページから９ページまでに新旧対照表
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を掲載してございます。 

○議案第９号 伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一 

       部を改正する条例について 

 続いて、１０ページでございます。伊勢原市職員の給与に関する条例の一部改

正に伴い、会計年度任用職員の給料表を改めるほか、所要の改正を行うため、提

案するものでございます。 

 １１ページから１８ページまでに改正条例案、１９ページ及び２０ページに新

旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴 

        う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、２１ページを御覧ください。新たな附属機関の設置及び会計年度

任用職員制度の導入に伴い、非常勤特別職の整理を行うため、提案するものでご

ざいます。 

 ２２ページ及び２３ページに改正条例案、２４ページから２６ページまでに新

旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１１号 伊勢原市印鑑条例及び伊勢原市個人番号カードの利用に関する 

        条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、２７ページを御覧ください。成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印

鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを踏まえまして、印鑑の登録を受ける

ことができない者の範囲を改めるほか、所要の改正を行うため、提案するもので

ございます。 

 ２８ページ及び２９ページに改正条例案、３０ページから３３ページまでに新

旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１２号 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

        について 

 続いて、３４ページを御覧ください。小児医療費助成の通院対象を中学３年生

までに拡大することにより、養育者の医療費負担を軽減し、子育て支援施策の一

層の充実を図るため、所要の規定の整備を行いたいので、提案するものでござい

ます。 

 ３５ページに改正条例案、３６ページから３８ページまでに新旧対照表を掲載

してございます。 

○議案第１３号 伊勢原市景観条例の一部を改正する条例について 

 続いて、３９ページでございます。大山地区を景観重点地区大山まちなみ継承

地区に指定することに伴い、景観法第１６条に基づく届出及び勧告等の適用除外

となる対象規模の見直しを行う必要が生じたため、提案するものでございます。 

 ４０ページから４３ページまでに改正条例案、４４ページに新旧対照表を掲載

してございます。 
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○議案第１４号 伊勢原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、４５ページを御覧ください。民法の一部改正や単身高齢者の増加

等の市営住宅を取り巻く状況を踏まえ、市営住宅の入居手続等について、所要の

改正を行うため、提案するものでございます。 

 ４６ページに改正条例案、４７ページから５０ページまでに新旧対照表を掲載

してございます。 

 続きまして、補正予算５議案についてでございます。補正予算及び予算説明書

の３ページを御覧ください。 

○議案第１５号 令和元年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に７７７６万４０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３４７億５９０４万９０００円とするも

のでございます。内容につきましては、後ほど、歳入と歳出に分けて御説明いた

します。第２条繰越明許費の補正及び第３条債務負担行為の補正につきまして

も、後ほど御説明いたします。 

 それでは、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の補正内容につきまして御説明い

たしますので、２０ページ、２１ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明

申し上げます。 

 ２款総務費、１項総務管理費における国県支出金等精算返納金の追加４５５９

万７０００円は、平成３０年度決算に基づく、生活保護関連の国庫支出金の精算

でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費における後期高齢者医療費の追加１２４１万６０

００円は、平成３０年度決算に基づく精算です。 

 ５款農林水産業費、１項農業費における、強い農業・担い手づくり総合支援事

業費の計上１９７５万１０００円は、国の補正予算を活用いたしまして、昨年の

台風１５号及び１９号において、農業用ハウスや畜舎等が損壊するなどした被災

農業者の施設再建や修繕等の経費を助成するものでございます。 

 続きまして、歳入の補正内容につきまして御説明いたします。１８ページ、 

１９ページにお戻りください。１６款県支出金、２項県補助金における強い農

業・担い手づくり総合支援交付金の計上１４３９万８０００円は、強い農業・担

い手づくり総合支援事業費計上の財源でございます。 

 １９款繰入金、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金の追加６３３６万

６０００円は、今回の補正により、生じる一般財源の不足を調整するものでござ

います。 

 次に、繰越明許費の補正につきまして御説明いたします。１０ページをお開き

ください。第２表繰越明許費補正につきましては、国の補正予算あるいは事業進

捗に伴い、年度内の完了が困難と見込まれる９事業について設定するものでござ

います。追加いたします繰越明許費は６億９５９７万４０００円で、既定の繰越

明許費と合わせた総額は１１億５３０３万５０００円でございます。 
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 次に、債務負担行為の補正につきまして御説明いたします。１１ページでござ

います。第３表債務負担行為補正につきましては、令和２年４月１日からの業務

開始に伴う業者選定、仕様提示、入札、決定等の契約準備事務を令和元年度中に

進めるため、債務負担行為を設定するものでございます。 

○議案第１６号 令和元年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

        ２号） 

 ３５ページでございます。第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の

予算総額に２億１０７万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０１億３

２８０万３０００円とするものでございます。内容につきましては、後ほど、歳

入と歳出に分けて御説明いたします。第２条債務負担行為の内容につきまして

も、後ほど説明させていただきます。 

 それでは、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の補正内容につきまして、御説明

いたします。４８ページ、４９ページを御覧ください。６款、１項基金積立金に

おける国民健康保険財政調整基金積立金の追加２億１０７万５０００円は、前年

度歳計剰余金の処分として、既決予算額に追加するものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。４６ページ、４７ページを御覧ください。７

款、１項繰越金における繰越金の追加２億１０７万５０００円は、平成３０年度

実質収支額のうち、既決予算額を差し引いた残額を追加するものでございます。 

 次に、債務負担行為につきまして御説明いたします。４０ページを御覧くださ

い。第２表債務負担行為につきましては、令和２年４月１日からの業務開始に伴

う契約準備事務を令和元年度中に進めるため、債務負担行為を設定するものでご

ざいます。 

○議案第１７号 令和元年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 次に、５５ページを御覧ください。この補正予算は、債務負担行為の設定を行

うものです。 

 ５７ページです。第１表債務負担行為につきましては、令和２年４月１日から

の業務開始に伴う契約準備事務を令和元年度中に進めるため、債務負担行為を設

定するものでございます。 

○議案第１８号 令和元年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

        （第２号） 

 続きまして、６５ページです。第１条の歳入歳出予算の補正といたしまして、

既定の予算総額に１１８８万２０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２億

９５２３万９０００円とするものでございます。内容につきましては、歳入と歳

出に分けて御説明いたします。 

 それでは、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の補正内容につきまして御説明い

たしますので、７６、７７ページを御覧ください。 

 ２款、１項後期高齢者医療広域連合納付金における保険料等納付金の追加１１

７９万６０００円は、後ほど歳入で御説明いたします後期高齢者医療保険料の増
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収分及び平成３０年度の収納実績等に基づく精算納付金を納付するために追加す

るものでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金における償還金の追加８万６０００

円は、平成３０年度後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の超過交付分を返

納するため、追加するものでございます。 

 続きまして、歳入の補正内容についてでございます。７４ページ、７５ページ

を御覧ください。１款、１項後期高齢者医療保険料における特別徴収保険料の追

加７９６万２０００円は、先ほど歳出で御説明いたしました保険料等納付金の財

源とするもので、被保険者数の増に伴い、特別徴収保険料の増収が見込まれるこ

とから追加するものでございます。 

 ４款、１項繰越金における前年度繰越金の追加３９２万円は、歳出における保

険料等納付金及び償還金の財源といたしまして、平成３０年度実績収支額のうち

既決予算額を差し引いた残額を追加するものでございます。 

○議案第１９号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 続きまして、８１ページをお開きください。この補正予算は、債務負担行為の

補正を行うもので、令和２年４月１日からの業務開始に伴う契約準備事務を令和

元年度中に進めるため、債務負担行為を設定するものでございます。 

 補正予算は、以上でございます。 

 次に、その他の議案１議案につきまして御説明いたします。議案書の５１ペー

ジを御覧ください。 

○議案第２０号 和解について 

 平成３０年９月７日に発生いたしました小田急線軌道敷地内陥没事象に係る損

害について、小田急電鉄株式会社と和解をするため、提案するものでございま

す。 

 ５２ページに和解内容、５３ページに合意書案を掲載してございますので、ご

確認くださいますようお願い申し上げます。 

 次に、報告案件１件についてです。 

○報告第１号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解) 

 ５４ページを御覧ください。令和元年１０月１８日に発生いたしました車両損

傷事故の損害賠償の額の決定及び和解について、市長の専決事項の指定に基づき

まして専決処分をいたしましたので、地方自治法の規定に基づき報告するもので

ございます。 

 事故の概要は、５５ページを御覧ください。企画部職員が、伊勢原南公民館前

の市道に公用車を一時停止して同乗者をおろした後、公民館向かいの駐車場に車

両を駐車するため後進したところ、後方に停車していた相手方車両に接触し、損

傷を与えたものでございます。本市と相手方の過失割合は、市側の過失１００％

であり、相手方車両修理費等に係る本市賠償額は１２万５５１５円となります。

なお、本市賠償額につきましては、任意保険により補塡されております。 
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 以上で、３月議会定例会に提出いたしました議案等につきましての説明を終了

させていただきます。 

 なお、国の令和元年度補正予算（第１号）に対応するための一般会計補正予算

１件及び任期満了に伴う教育委員会教育長の任命に係る人事案件１件につきまし

て、議案を追加提出させていただく予定でございます。 

 人事案件につきましては、鍛代教育長の任期が令和２年３月３１日をもって満

了となりますことから、現在、後任の人選を進めているところでございます。あ

らかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

 以上で、私からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容に

ついて、質疑等があればお伺いします。（「なし」の声あり） 

 以上で、執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明いた

します。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚配

付してございますので、御覧いただきたいと思います。１枚目は、２月２８日

分の市長提出議案第７号から議案第２０号までの１４件について、いずれも付

託省略でございます。２枚目は３月６日分で、議案第１号から議案第６号まで

の令和２年度各会計予算について、一般会計予算は、所管部分を各常任委員会

に分割付託、特別会計予算は、所管の各常任委員会に付託、議案第６号は産業

建設常任委員会に付託でございます。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま説明した内容について質疑等があれば、

お伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託については、配付した付

託表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  会期の決定につきましては、過日原案をお示し

しまして、了解をいただいておりますので、その内容に基づきまして日程案を作

成し、お配りしてございますので、御覧いただきたいと思います。会期につきま

しては、２月１９日から３月２５日までの３６日間でございます。 

・２月１９日 本会議 提案説明 
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・２月２１日 総括質疑 一般質問通告期限正午 

・２月２８日 本会議 議案審議 

・３月 ３日 委員会 付託審査 

・３月 ４日 委員会 付託審査 

・３月 ６日 本会議 総括質疑 

・３月１０日 委員会 予算審査 

      （総務常任委員会 午前９時３０分） 

・３月１２日 委員会 予算審査 

      （産業建設常任委員会 午前９時３０分） 

・３月１３日 委員会 予算審査 

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分） 

・３月１７日 本会議 一般質問 

・３月１８日 本会議 一般質問 

・３月２３日 本会議 一般質問 

・３月２５日 本会議 最終日 

 なお、委員会の付託案件が出てきた場合には、再度、御協議いたします。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。会期の決定につい

ては、配付した内容のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、配付した内容で、２月 

１９日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでし

た。 

 

午前９時５６分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和２年２月１３日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行 


